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直接の対象：交通安全協会（４団体）　最終的な対象：区民全般及び来区者

〔法令等名〕

事業区分

金銭給付

平成２７年度　事務事業評価シート

台東区交通安全協会補助金交付要綱根拠法令等

事業対象

事務事業名 交通安全協会（４団体）助成
交通対策課

4

なし

【内容】各交通安全協会の事業に対し助成している。
【助成団体】上野交通安全協会、下谷交通安全協会、浅草交通安全協会、蔵前交通安全協会

補助金の有無
委託内容

２６年度

なし

件助成件数

事業内容

委託の有無

事業目的

指標の名称種　別 (単位)

活動指標
4

[事業開始]

交通安全の普及啓発事業を行う区内の交通安全協会に対して、補助金を交付し、区内の交通安全確保の支援を行う。

4,420

2,556

件
成果指標

年間活動件数

2,499　人にかかるコスト（人件費など）

3

6,545

補助対象事業費について、前年度の問題等を団体に説明することにより、円滑な助成事務を行うことができた。

0

300 279

6,545

0

4,420

　決算額　　(単位：千円) 4,420

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）

2,125

手段の適切性

事務事業コスト

(単位：千円)

[評価の理由]（区民生活への影響を十分考慮すること）

警察署、町会、企業等と連携し地域特性に応じた交通安全活動を行っている各協会に対し、補
助金を交付することは、交通安全の推進に大きな役割を果たしている。補助対象事業の精査を
適切に行い、事業規模を維持していく。

3
評
価
の
視
点

評価 評価の理由

交通安全対策等、交通行政への必要性が高まる中、地域の中で様々な普及啓発活動を行い、行政サービス
を補完する交通安全協会に対し、補助金を交付することは必要性がある。

維持

評
価
結
果

交通安全協会の活動を通じて、交通安全の推進が図られているため目的は達成されている。

3 補助対象事業の精査を適切に行い、補助金額を算定している。

交通安全協会は、警察署、町会等と連携し、地域特性に応じた交通安全活動を取り組んでおり、その活動に
対して補助金を交付することは効率的である。

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

今後の方向性

目的達成度 3

4,420

6,919

財源項目

(単位：千円)

必要性

0

前回評価から
改善した事項

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）

　一般財源（区負担額） 6,919

0

0 0

6,976

6,976

0

効率性

253

4

276

0

事業の開始・終了年度

事
務
事
業
の
概
要

事
務
事
業
の
実
績

年度昭和 43 [終了予定] 年度-　 　

4,420

4,420

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費）

　その他のコスト（扶助費・補助費など）

　総経費

２５年度２４年度
目標値

（２９年度）

4

0


